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地域別の最低賃金が変更されます
　平成２４年度の地域別最低賃

金が正式に決定されました。す

べての都道府県において増額改

定が行われ、全国加重平均で対

前年比１２円の上昇となりまし

た。

　時給制のパート・アルバイト

だけではなく、固定残業代の多

い月給制の社員についても、最

低賃金以上になっているか、き

ちんと確認することが大切です。

違反すると、５０万円以下の罰

金を科されることがあります。

□■ 最低賃金の計算方法 ■□

都道府県名　　　　最低賃金時間額　　　  平成 23 年度

熊　本

福　岡

佐　賀

長　崎

大　分

宮　﨑

鹿児島

沖　縄

６５３円

７０１円

６５３円

６５３円

６５３円

６５３円

６５４円

６５３円

６４７円

６９５円

６４６円

６４６円

６４７円

６４６円

６４７円

６４５円

・時給制の場合

・日給制の場合

・月給制の場合

・深夜勤務の場合（22：00 ～翌朝 5：00）

時間給 ≧ 最低賃金額

（日給 ÷１日の所定労働時間） ≧ 最低賃金額

（月給 ×１２ケ月）÷ 年間総所定労働時間 ≧ 最低賃金額

上記金額 ×１．２５（割増） ≧ 最低賃金額

※その他の県につきましては当社までお問い合わせください

来
年
４
月
１
日
に
施
行

例
外
の
内
容
（
案
）

正
式
決
定
の
予
定

継
続
雇
用
し
な
く
て
よ
い
労
働
者

地

継

Pick Up

的
に
合
理
的
な
理
由
が
あ
り
、

社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

　

上
記
の
案
は
、
今
年
11
月

以
降
に
正
式
決
定
さ
れ
る
予

定
で
す
。

　

企
業
と
し
て
は
、
来
年
４

月
以
降
に
定
年
を
迎
え
る

個
々
の
労
働
者
に
つ
い
て
、

継
続
雇
用
（
再
雇
用
）
の
対

象
と
す
る
の
か
し
な
い
の
か
、

継
続
雇
用
（
再
雇
用
）
す
る

場
合
の
処
遇
（
賃
金
等
）
を

ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
等
に

つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
検
討

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

８
月
29
日
に
「
高
年
齢
者

等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
」（
改
正
高
年
齢
者
雇
用

安
定
法
）
が
成
立
し
、
来
年

４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま

す
。
改
正
の
大
き
な
柱
は
、「
継

続
雇
用
制
度
の
対
象
者
を
限

定
で
き
る
仕
組
み
」
の
廃
止
、

　

つ
ま
り
、
原
則
と
し
て
「
希

望
者
全
員
を
継
続
雇
用
制
度

の
対
象
者
と
す
る
こ
と
」
の

義
務
付
け
で
す
。

　

し
か
し
、
上
記
の
「
原
則
」

に
は
「
例
外
」
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
「
例
外
」
の
案
が
、
厚
生

労
働
省
か
ら
示
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。

■「
心
身
の
故
障
の
た
め
業
務

に
堪
え
ら
れ
な
い
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
」、「
勤
務
状
況
が

著
し
く
不
良
で
引
き
続
き
従

業
員
と
し
て
の
職
責
を
果
た

し
得
な
い
こ
と
」
等
、
就
業

規
則
に
定
め
る
解
雇
事
由
ま

た
は
退
職
事
由
（
年
齢
に
係

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
）

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
継

続
雇
用
し
な
い
こ
と
が
で
き

る
。

■
就
業
規
則
に
定
め
る
解
雇

事
由
ま
た
は
退
職
事
由
と
同

一
の
事
由
を
、
継
続
雇
用
し

な
い
こ
と
が
で
き
る
事
由
と

し
て
、
解
雇
や
退
職
の
規
定

と
は
別
に
、
就
業
規
則
に
定

め
る
こ
と
も
で
き
る
。

■
ま
た
、
当
該
同
一
の
事
由

に
つ
い
て
、
継
続
雇
用
制
度

の
円
滑
な
実
施
の
た
め
、
労

使
が
協
定
を
締
結
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

■
な
お
、
解
雇
事
由
ま
た
は

退
職
事
由
と
は
異
な
る
運
営

基
準
を
設
け
る
こ
と
は
改
正

法
の
趣
旨
を
没
却
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

■
た
だ
し
、
継
続
雇
用
し
な

い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
客
観



最新情報 パワハラ解決サイトを開設
　平成 24 年 10 月１日、厚生労働省は、

職場のパワーハラスメントの予防・

解決に向けたポータルサイト「みん

なでなくそう！職場のパワーハラス

メント　あかるい職場応援団」を開

設しました。その背景には、職場の

パワーハラスメントが社会問題とし

て顕在化してきたことがあり、都道

府県労働局への相談件数はもちろん、

訴訟の増加もうかがわれます。

■職場のパワーハラスメントとは

■職場のパワーハラスメントの典型的な類型とは

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位

性※１を背景に、業務の適正な範囲※２を超えて、精神的・身体的苦痛を与え

る又は職場環境を悪化させる行為

典型的な類型は次の６つとされています。ただし、これらがパワーハラ

スメントに該当する行為のすべてではなく、これ以外の行為は問題ない

ということではありません。

また、④～⑥については、業務上の適正な指導との線引きが難しいケース

があります。

※１ パワーハラスメントは、上司から部下への行為に限ったものではなく、同僚間、部下

から上司に対して行われるもの等もあります。そのため「職場内の優位性」には、「職

務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識など様々な「優位性」も含まれています。

※２ 職場のパワーハラスメントとしては、「業務の適正な範囲」を超えるものが対象にな

ります。受け止め方によっては不満を感じたりする指示や注意・指導があったとして

も、これらが「業務の適正な範囲」で行われている場合には、パワーハラスメントに

は当たりません。

①暴行・傷害

②脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言

③隔離・仲間外し・無視

④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの

強制、仕事の妨害

⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程

度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

⑥私的なことに過度に立ち入ること

身体的な攻撃

精神的な攻撃

人間関係からの

切り離し

過大な要求

過小な要求

個の侵害

上記６つの類型のうち、④から⑥までの行為について、何が「業務の適正な範囲」

を超えるかは、業種や企業文化によって違いが生じます。また、行為が行われた

状況や行為が継続的であるかどうかによっても、判断が左右される場合があるた

め、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組みを行うことが望

まれます。

より効果的に対策を講じるためには、主

観を排除し、客観的な目線で問題を捉え

ることが必要といえ、自社の組織の判断

だけで取組んでも、効果が期待できない

のが現実です。是非、ご相談ください。

職
場
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
性
化

自
分
の
考
え
が
伝
わ
ら
な
い

職
場
で
孤
独
を
感
じ
る

　

学
校
法
人
産
業
能
率
大
学
が

平
成
23
年
に
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ

ン
を
対
象
に
実
施
し
た
、
ビ
ジ

ネ
ス
シ
ー
ン
、
職
場
に
お
け
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
意
識

な
ど
を
尋
ね
た
調
査
「
ビ
ジ
ネ

ス
パ
ー
ソ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
感
覚
調
査
」（
対
象
：

20
代
～
50
代
の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー

ソ
ン
337
人
）
に
よ
る
と
、
仕
事

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し

て
「
自
分
の
考
え
が
う
ま
く
伝

わ
ら
な
い
」
と
考
え
て
い
る
割

合
が
約
９
割
に
も
上
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
、「
自
信

を
も
っ
て
自
分
の
考
え
を
主
張

で
き
な
い
か
ら
」「
自
分
の
考

え
に
論
理
性
や
合
理
性
が
な
い

か
ら
」
な
ど
、
自
分
に
原
因
が

あ
る
と
い
う
回
答
が
５
割
を
超

え
る
一
方
、「
相
手
に
聞
く
姿
勢

が
な
い
か
ら
」
な
ど
、
相
手
に

原
因
が
あ
る
と
す
る
回
答
も

53
％
と
半
数
を
超
え
ま
し
た
。

　

職
場
で
「
ギ
ス
ギ
ス
し
た
雰

囲
気
が
あ
る
か
」
と
い
う
質
問

に
は
、
36
％
が
「
あ
る
」
と
回

答
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
職
場
で

孤
独
を
感
じ
る
か
」
と
の
問
い

に
は
、
６
割
強
が
「
あ
る
」
と

回
答
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

「
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
な

い
人
が
多
い
か
ら
」（
35
％
）
、「
メ

ン
バ
ー
同
士
の
関
係
性
が
希
薄

だ
か
ら
」
（
34
％
）
、「
世
代
の

ギ

ャ

ッ

プ

が

あ

る

か

ら
」

（
34
％
）
、「
仕
事
が
縦
割
り
で
お

互
い
の
状
況
が
よ
く
わ
か
ら
な

い
か
ら
」
（
32
％
）
が
挙
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、「
Ｉ
Ｔ
化

で
対
話
が
減
少
し
た
」（
11
％
）

と
い
う
回
答
も
あ
り
ま
し
た
。

　

職
場
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
う
ま
く
図
れ
て
い
な
い

と
、
業
務
に
支
障
を
き
た
す
だ

け
で
は
な
く
、
昨
今
問
題
と

な
っ
て
い
る
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
等
に
も
発
展
し
か

ね
ま
せ
ん
。

　

職
場
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
特
化
し
た
社
員
研
修
を
取

り
入
れ
た
り
、
１
人
ひ
と
り
が

適
切
か
つ
積
極
的
な
声
掛
け
を

行
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
パ

ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
は
じ
め

と
し
た
労
務
ト
ラ
ブ
ル
の
予
防

に
つ
な
が
る
「
カ
ギ
」
と
な
る

こ
と
で
し
ょ
う
。



仕
事
と
介
護
の
両
立

会
社
の
不
安

社
内
向
け
の
情
報
提
供

社
員
の
不
安

両
立
セ
ミ
ナ
ー
の
増
加

　

法
律
の
改
正
（「
育
児
・
介
護

休
業
法
」：
中
小
企
業
に
つ
い
て

も
平
成
24
年
７
月
１
日
か
ら
全

面
的
に
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
）

な
ど
も
あ
り
、
従
業
員
の
育
児

支
援
に
積
極
的
な
企
業
は
増
え

て
き
て
い
ま
す
が
、「
介
護
休
業
」

に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
理
解

が
進
ん
で
い
な
い
よ
う
で
す
。

　

た
だ
、
最
近
の
動
向
と
し
て
、

「
仕
事
と
介
護
の
両
立
」
を
テ
ー

マ
に
し
た
社
内
セ
ミ
ナ
ー
を
行

う
企
業
が
増
え
て
お
り
、
社
員

か
ら
の
反
響
も
大
き
い
よ
う
で

す
。

　

介
護
に
関
し
て
は
、
社
員
と

し
て
は
、「
社
内
の
人
に
は
相
談

し
に
く
い
」
と
い
っ
た
気
持
ち

が
あ
る
の
が
一
般
的
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
公
的
な
支
援
に
つ
い
て

の
情
報
が
不
足
し
て
い
た
り
、

情
報
の
入
手
先
さ
え
よ
く
わ
か

ら
な
か
っ
た
り
と
い
う
の
が
実

態
の
よ
う
で
す
。

　

「
親
の
介
護
が
必
要
に
な
っ
た

と
き
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、

事
前
に
知
っ
て
い
れ
ば
も
っ
と

慌
て
ず
に
準
備
で
き
た
の
に
」

と
い
う
の
が
、
経
験
者
が
異
口

同
音
に
語
る
こ
と
だ
そ
う
で
す
。

　

仕
事
を
し
な
が
ら
介
護
を
行

う
可
能
性
の
高
い
年
代
は
40
～

50
代
で
す
。
管
理
職
と
し
て
仕

事
上
の
重
要
な
ポ
ス
ト
に
あ
る

こ
と
が
多
い
世
代
で
あ
り
、
し

か
も
ち
ょ
う
ど
現
在
、
世
代
別

の
人
口
自
体
が
少
な
い
世
代
に

重
な
っ
て
い
ま
す
。

　

団
塊
世
代
の
大
量
退
職
に
伴

い
、
社
員
が
将
来
的
に
仕
事
と

介
護
を
両
立
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
可
能
性
は
急
速
に
高
ま
っ

て
い
く
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
日
常
の
業
務
に
忙
し

い
担
当
者
に
、
社
員
か
ら
の
相

談
に
す
べ
て
応
え
ら
れ
る
よ
う

な
介
護
に
関
す
る
知
識
を
持
た

せ
る
の
も
、
な
か
な
か
難
し
い

も
の
で
す
。

　

「
介
護
を
担
う
必
要
が
あ
る
」

と
い
う
理
由
だ
け
で
貴
重
な
人

材
を
失
っ
て
し
ま
う
の
は
、
会

社
と
し
て
も
大
き
な
損
失
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
し
た
損
失
が
、
社
内
制

度
の
見
直
し
や
社
員
向
け
の
情

報
提
供
に
よ
っ
て
、
少
し
で
も

防
げ
る
と
す
れ
ば
、
従
業
員
も

安
心
し
て
業
務
に
就
け
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
定
年
退
職
を
控
え

た
社
員
向
け
に
は
ラ
イ
フ
プ
ラ

ン
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
す
る
企
業

が
あ
り
、
節
目
の
年
齢
（
35
歳
、

45
歳
、
58
歳
）
に
は
年
金
に
つ

い
て
の
詳
し
い
案
内
が
届
く
よ

う
に
、
多
く
の
社
員
が
直
面
す

る
介
護
と
仕
事
の
両
立
に
つ
い

て
も
、
機
会
を
と
ら
え
て
社
内

セ
ミ
ナ
ー
を
開
い
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
？

　

こ
の
よ
う
な
情
報
提
供
の
機

会
が
あ
れ
ば
、
社
員
か
ら
の
相

談
も
し
や
す
く
な
り
、
よ
り
一

層
、
社
内
の
風
通
し
の
良
さ
に

も
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。

　当社が人事制度、労務管理面でのお手伝をさせていた

だいている介護福祉施設（福岡県・佐賀県にかけて５施

設を運営されている大型法人）では、年１回職員集合研

修が行われております。今年は佐賀市マリトピアで行わ

れ、リスク管理（個人情報保護）に関する研修を代表の

上田が行いました。

　個人情報の管理は、どんなに良いシステムを構築して

も個人の意識がなければ漏えい事故につながります。そ

のため個人が普段から意識してできる情報漏えい防止策

を中心に情報管理の大切さを説明しました。普段のなに

げない行動が情報漏えいを引き起こすことをあらためて

感じていただけたと思います。一旦個人情報の漏えい事

セミナー講師を務めました

持ち味カード研修実施

故が起きると法人側が

相当なダメージを受け

ることを理解していた

だき、今後の個人情報

保護体制の構築・規定

の整備にも微力ながら

お力になれれば幸いで

す。

日　時：9月 30 日（日）9：30 ～ 12：30
参加者：社会福祉法人職員　約 250 名
テーマ：リスク管理（個人情報保護法）
講　師：上田正順

日　時：10 月 24 日
参加者：医療法人（熊本）管理職員 28 名
講　師：上田正順

　医療法人の管理職２８

名を対象にコミュニケー

ション研修（３回シリー

ズの１回目）を行いまし

た。コミュニケーション

研修といってもいろんな

内容がありますが、弊社

の持ち味カードを使用し

て自分の持ち味を再確認していただきました。それをみ

んなで承認したり、あなたにはこんな持ち味があるよと

周りからアドバイスをいただいたりして、コミュニケー

ションをとっていただきました。照れくさいですが、う

れしいーという表情が多く見られました。

　一般に労働というと肉体労働者（ブルーカラー）と頭

脳労働者（ホワイトカラー）の２つのイメージが強いの

ですが、感情労働も大きな仕事であることをあらためて

感じられたのではないでしょうか。

　昔新人のころ、無駄話をしている暇があったら手を動

かせと言われていたことを思い出しましたが、手を動か

すのはもちろんですが、無駄話からその人を知る、興味

をもつ、持ち味を知ることも同じくらい大切なことだと

今は感じています。次回は、この部下にはどういう風に

話せばよいのか、どう指導すればいいのかを研修してい

く予定です。　　　　　　　　　　　　（担当：楠田）

・一括有期事業開始届の提出（建設業）
　主な対象事業：概算保険料 160 万円未満でかつ請負金額が
　1 億 9000 万円未満の工事
・10 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の納付

・所得税予定納税額の減額申請

・10 月分健康保険・厚生年金保険料の納付
・所得税の予定納税額の修正申告 
・所得税の予定納税額の支払 
・個人事業税の納付（納付対象：第 2 期分）
・9 月決算法人の確定申告・翌年 3 月決算法人の中間申告 
・12 月・翌年 3 月・6 月決算法人の消費税の中間申告

11/10

11/15

11/30

お仕事カレンダー



またまた新しい仲間が増えたワン♪

９月１日に入社致しまし

た福永と申します。 

８月まで、一般企業に勤

務していましたが、一大

決心をして転職を希望

し、ブレインスターの一

員として迎えていただき

ました。 

労務士業務の経験はある

ものの、時代の移り変わ

りによる新制度に対応す

るために、日々勉強研鑚

の毎日です。 

気を引き締めて業務に携

わってまいりますので宜

しくお願い致します。 

９月からお世話になることになりました東と申しま

す。私は大学を卒業してから社会保険労務士の勉強を

してきました。職場ではこれまで私が勉強してきた言

福
永　

利
津
子 東　

健

倉
田　

真
衣

ひ
な

ま
お

葉が飛び交ってお

り、自分がこの恵

まれた環境にいる

ことにとても感謝

しております。ま

だ試験には受かっ

ていませんが、先

輩方のようにお客

様に頼られる立派

な労務士になれる

ように日々邁進し

ていきたいと思い

ます。

ひ
な

（RITSU
KO

　

FU
KU
N
AG
A

）

（KEN
　

H
IG
ASH
I

）

（M
AI　
KU
RATA

）

はじめまして。倉田真衣と申し

ます。

７月より、熊本県若年者緊急雇

用創出事業という制度を利用さ

せていただき、就職に向けての

２ヵ月間の座学研修に従事して

まいりました。

今回、就業研修として９月より

４ヵ月間ブレインスターでお世

話になる事になりました。

日々の仕事だけではなく、月 1 回

の社内研修にも参加させていた

だき、全ての社員の方の意識の

高さを感じ、私もこちらで精一

杯成長したいと思っております。

よろしくお願いいたします。

資格を持っている持っていない

ということは関係なく、プロ意

識を持って仕事をするワン！

まだまだ勉強不足で即答できな

いことも多いけど、すぐにお調

べしたり、詳しいものに変わっ

て皆さまのご要望にお応えして

くワン！

血液型： ０型
星　座：うお座
年　齢：５１歳

血液型： ＡＢ型 
星　座：かに座 
年　齢：２６歳

血液型： ０型
星　座：ふたご座
年　齢：２４歳

9 月より新たに仲間となりました職員 3名を紹介いたします。皆さん応援（時には松岡修造

ばりの叱咤激励を）してください。よろしくお願いします。

代表取締役　上田　正順

昔は医療・衛生的に未発達で、成長する子供は幸

運とされていました。そのため｢七つ前は神のうち

｣といわれ、７歳未満の子はまだ神に属するものと

され、神がその運命を決めるとさえ考えられてい

ました。そこで人々は数々の儀礼を行うことで、

子供の無事な成長を祈りました。現代も続く子供

に持たせる千歳飴には、子供が元気によく成長す

るよう、また長生きするように、という願いがこ

められています

〒862-0949  熊本市中央区国府 1-13-5  2Ｆ
TEL  ：096-211-6055　FAX：096-211-6065
URL：http://brainstar.jp

七五三


